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この仕様書は、「河川等水質検査業務委託」について必要な事項を定めたものである。 

 

委託業務の名称 河川等水質検査業務委託 

委託業務の場所 南房総市富浦町原岡 外 

委託契約の期間 契約日の翌日から令和８年３月１７日まで 

 

第１条 目的 

河川等での採水等及び検体の分析を行うことにより、生活排水等による水質汚濁状況を把握

し、水質保全対策を検討するうえでの基礎データを収集する。 

第２条 採水地点数 ４５地点 

第３条 検体数 ９０６検体 

第４条 必要資格 

(1)  計量証明事業者の登録を受けていること。 

(2)  ISO/IEC17025 の認定を受けていること。 

第５条 業務内容等 

(1) 別紙「測定地点名、緯度経度及び採水月一覧」に記載の測定地点及び採水月で検体の採水

等を行うこと。 

(2) 採水は、採水日前なるべく晴天が続き、水質が安定している日を選んで実施すること。 

(3) 採水する検体の検査項目、検査方法は「分析項目等一覧」及び「測定方法」のとおりとし、

それぞれの測定地点の類型により基準値を設けること。 

(4) 採水は、受注者の負担により実施すること。 

(5) 流量測定の方法は、「水質調査法（昭和 46年 9月 30 日環水管 30 号）」及び「河川砂防技術

基準 調査編」（国土交通省）を参考とすること。 

(6) 採取に係る容器及び器具並びに保存薬品等は、受注者の負担とし公定法に準じること。 

(7) 業務遂行に際し、官公署等の許可等が必要な場合には、受注者の責任において行うこと。 

第６条 費用負担 

受注者は、業務遂行のために必要な一切の経費を負担しなければならない。 

第７条 結果報告 

(1) 報告書には、試料採取時の現場観測野帳、記録写真（全景、採水状況及び採取試料）、環境

基準達成状況、測定結果一覧表及び濃度計量証明書を添付すること。 

(2) 環境基準達成状況には、基準値及び基準値に対する状況を記載すること。 

(3) 測定結果一覧表には、基準値、前年度の測定結果（平均値）本年度の測定結果（平均値を

含む。）を記載すること。 

(4) 現場観測野帳には、日時、天候、気温、水温、外観（色相、濁り及び油膜）、臭気、透視度

（海域の場合は、透明度）、流量（海域を除く。）及び採取地点（ＧＰＳを用いて、緯度及び

経度を計測すること。）を記載すること。 

第８条 その他の提出書類 

(1) 業務着手届、業務工程表、主任技術者等選任届、業務完了報告書、成果品引渡申出書、計

量証明事業者登録証の写し、ISO/IEC17025 認定証の写し、その他南房総市が指示するものを

提出すること。 

(2) 南房総市と受注者が打合せをした事項は、受注者が業務打合簿を作成すること。 

第９条 成果品 

成果品は、第１号及び第２号を１冊に綴じ込んだものを提出すること。 

(1) 報告書 Ａ４版 １部 

第７条に規定する報告書（第７条第１号に規定する各帳票類を各地区別に集積したもの） 

(2) 電磁的記録媒体 １部 



前号の内容を記録した媒体を提出すること（記憶媒体及びファイル形式は、別途指示する。）。 

第１０条 秘密の保持 

受注者は、受託業務の実施上、知り得た事項を他に漏らしてはいけない。 

第１１条 その他 

本仕様書に疑義が生じたときは、南房総市と受注者とが協議して決定するものとする。 


